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―――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．登録申請の公示のお知らせ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
下記の産品について、登録申請の公示を行いました。
なお、本メールマガジンは、地理的表示保護制度のホームページに公示され

た内容について、その概略をお伝えするものです。
ホームページに掲載された内容が正式な公示内容となりますので、必ずホー

ムページを確認いただきますようお願いいたします。

◆ 登録申請の内容が公示された産品

● 紀州金山寺味噌（平成29年３月８日公示）
生産地：和歌山県
申請者：紀州味噌工業協同組合

● 木頭ゆず（平成29年３月８日公示）
生産地：徳島県那賀郡那賀町
申請者：木頭ゆず振興協議会

意見書提出期間は、公示日から３か月間です。
公示一覧は、こちらを御覧下さい。
（URL） http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/notice/index.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．＜東京・大阪開催＞特許庁委託事業「台湾知財セミナー～台湾における

地理的表示の保護について～」のご案内
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本企業の台湾進出が進む中、台湾における日本ブランドへの評価はますま

す高まっており、日本の地域ブランドについても広く知られる状況となってい
ます。
一方、その高い人気と知名度が、第三者によって利用されてしまうケースも

依然として存在しております。その様な事態を防ぎ、自己の正当な権利を確保
するためには、台湾における地理的表示保護制度、商標制度を理解するととも
に、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
今回、弊協会では、台湾智慧財産局の局長、商標実務担当者をお招きし、地

理的表示の保護に関する制度概要や、著名商標を他者に先取りされた場合の実
務についてご紹介いただきます。台湾において自己の権利保護を図るための手
法を把握し、今後の円滑な事業展開を確保するために必要な知見を得られる絶
好の機会です。多くの皆様方のご参加をお待ちしております。



◆東京会場（定員１００名）
【日時】平成２９年３月２１日(火)

１３：３０～１６：３０（受付開始 １３：００）
【会場】ホテルオークラ東京 ２階 オーチャードルーム

（東京都港区虎ノ門２－１０－４）

◆大阪会場（定員８０名）
【日時】平成２９年３月２３日(木)

１３：３０～１６：３０（受付開始 １３：００）
【会場】ホテルグランウ゛ィア大阪 ２０階 名庭（なにわ）Bの間

（大阪府北区梅田３－１－１）

【プログラム（東京・大阪共通）】
１３：３０～１３：３５
開会挨拶 公益財団法人日本台湾交流協会 専務理事 舟町 仁志

１３：３５～１６：０５（休憩時間 １０分）
（１）「台湾の産地証明標章制度および産地団体商標制度について（仮）」
講師 台湾経済部智慧財産局 局長 洪淑敏

（２）「台湾における悪意による先取り商標出願の審査実務（仮）」
講師 台湾経済部智慧財産局 商標権組科長 胡秉倫

※講演は中国語及び逐次通訳

１６：０５～１６：３０
全体質疑

【申込方法】
詳しくは下記URLのセミナー情報のページを御覧ください。
申込み締め切りは３月16日（木）までとなっております。
https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top/6F52FD1DD28B6694492580C800317899?Op
enDocument
※定員に達した場合は締め切らせていただきますので、予めご了承下さい。
※参加費無料（受付にてお名刺を頂戴いたします。）

【本セミナーに関するお問い合わせ先】
公益財団法人 日本台湾交流協会貿易経済部
（TEL ０３－５５７３－２６００ 内線.３２）
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[地理的表示メールマガジン]
発行：農林水産省食料産業局知的財産課
住所：〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
電話番号：０３－３５０２－８１１１（内線４２８４）
FAX：０３－３５０２－５３０１
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/mailmag/index.html

メールアドレスの変更、メールマガジンの配信登録、配信停止はこちら
http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
 


